
1.整理番号体系 - - -
＜例＞ - - - （申請受付順連番）

- - - -
確認申請物件

→昭和

→平成 指定確認検査機関物件

→令和 計画通知物件

2.行政庁コード

旭　     市 四　街　道　市 長　生　郡
勝　浦　市 袖　ヶ　浦　市
鎌　ヶ　谷　市 八　街　市
鴨　川　市 印　西　市
君　津　市 白　井　市
い　す　み　市 富　里　市
香　取　市 南　房　総　市
館　山　市 山　武　市
銚　子　市 大網白里市
東　金　市 安　房　郡
野　田　市 夷　隅　郡
富　津　市 印　旛　郡
茂　原　市 香　取　郡
匝　瑳　市 山　武　郡

３.昇降機等種別コード

エレベーター エスカレーター

段差解消機(含､車いす用階段昇降装置) 動く歩道

いす式斜行型階段昇降機

小荷物専用昇降機 住戸専用昇降機

4.建物用途コード

民間事務所 百貨店 工場・発電所 駐車場
官公庁事務所 スーパー・店舗 倉庫・市場 駅ビル
学校(学園・幼稚園） 病院（診療所・ｸﾘﾆｯｸ） 複合ビル 一般住宅
公社・公団 共同住宅 駅舎（駅構内） 空　港
会館・劇場 ホテル･旅館 タ　ワー その他

5.昇降機用途コード

乗　　用 荷物用 寝台用（兼車いす用） 人荷用（兼車いす用）
乗用（人荷共用） 自動車運搬用 乗用（兼車いす用） その他
寝　台　用 非常用（兼乗用） 非常用（兼人荷共用）

6.個別番号の設定

＊

＊

　千葉市　 年号 Ｒ02年3月 エレﾍﾞｰﾀｰ

02 3 02 1

　3.昇降機等定期検査報告書に係る整理番号体系及びコード表
行政庁ｺｰﾄﾞ 確認年度 種別 申請種番号 個　別　番　号

2 5
3 9

特定行政庁名 千葉県所轄行政庁名

0 1 2 3

1 1 法第6条第1項第四号物件等

49
14 33

03 船　橋　市 12 我孫子 市
15 34

02 千　葉　市 09 八千代 市
11 32

16 35

04 市　川　市 13 浦  安  市
18 36
19 37

06 柏　　　市 24 流  山  市
22 40
23 41

05 松　戸　市 17 木更津 市
20 38
21 39

08 佐　倉　市 26 成　田　市
29 45
31 47

07 市　原　市 25 習志野 市
27 42
28 43

1 6 11 16
2 7 12 17

1
2 7 遊戯施設

8
ホームエレベーター

9 その他
3

5 10 15 20

1 4 7 10

3 8 13 18
4 9 14 19

行　政　庁　名 採　番　時　期 採番・起算方法
採　番　設　定　方　法

確認申請物件
計画通知物件

(指定確認検査機関物件）

2 5 8 11
3 6 9

　9001～連番
松　戸　市 ・当該年度毎、

柏　　　市 機種毎に採番、 （5001～連番）

千　葉　県
千　葉　市
市　川　市 ・確認申請(計画通知)の受付時点

船　橋　市 　0001～連番

我孫子市
浦　安　市
木更津市
流　山　市
習志野市
成　田　市

市　原　市 ＊指定確認検査機関の 　起算する。
佐　倉　市 場合は報告を受けた時点
八千代市

既設第四号及びそれ以外物件 ・行政庁に設置届等があった時点

＊ 県土木事務所物件
・｢検査済証｣が交付され千葉県に

報告された時点
1001～連番 9101～連番

法第6条第1項第四号物件 ・建築物の確認申請の受付時点

Ｄ-9


